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【Ｍ＆Ｄの注釈】

訪問歯科診療１、歯周病安定期治療、補綴物維持管理料等を算定しており、
歯科外来診療環境体制加算を算定している歯科医院は、届出可能です。

歯周病安定期治療Ⅱ、エナメル質初期う蝕管理加算などが算定できますの
で、届出をお勧めします。









【Ｍ＆Ｄの注釈】

大部分の歯科医院がここに該当すると考えられます。これから訪問
診療を中心に診療を行いたい歯科医院では、申請しておかなければ、
点数が「初再診料に相当する点数」となってしまいます。



この医院です。

実質的に減額される。





【Ｍ＆Ｄの注釈】

総患者数の９５％が訪問診療の患者という厳しい基準で、満たせる歯科医院は少な
いと思いますが、これから訪問診療を中心に診療を行いたい歯科医院では、申請し
ておかなければ、29年4月から「初再診料に相当する点数」となってしまいます。











【Ｍ＆Ｄの注釈】

総合病院などと、診療情報をＩＴでやりとりするための施設基準です。厚労省は強力に推
進しています。これを出しておくことで、文書提供が簡素化される可能性があります。





【Ｍ＆Ｄの注釈】

今回の改定で新設された検査です。特定の機器の購入が必要ですが、装着前と装着後
に検査できますので、義歯制作の多い歯科医院では算定をお勧めします。







【Ｍ＆Ｄの注釈】

歯根端切除術や、樋状根、４根管などにマイクロスコープやＣＴの算定が認めら
れています。今回からＣＴは他院の設備でも可ですので、申請をお勧めします。





【Ｍ＆Ｄの注釈】

歯根端切除術や、樋状根、４根管などにマイクロスコープやＣＴの算定が認めら
れています。今回からＣＴは他院の設備でも可ですので、申請をお勧めします。







歯科外来診療
環境体制加算



歯科診療特別対応
連携加算



歯科治療総合医療
管理料(Ⅰ)(Ⅱ)



在宅療養支援
歯科診療所



在宅患者歯科治療
総合医療管理料

(Ⅰ)(Ⅱ)



歯科訪問診療料に係る
地域医療連携体制加算



在宅歯科医療
推進加算



歯科画像診断管理加算１
歯科画像診断管理加算２



歯科口腔リハビリ
テーション料2



う蝕歯無痛的窩洞形成加算
手術時歯根面レーザー応用加算



CAD／CAM冠



歯科技工加算１
及び２



歯根端切除手術の
注3




